
 

３．地域主権の確立に向けた取組（一括交付金化への対応等） 

 

社会資本整備総合交付金の一部について、「地域自主戦略交付金（仮称）」

に移行するとともに、同交付金の抜本的見直しにより、地方の自由度・

使い勝手の更なる向上を図る。また、維持管理に係る直轄負担金は全廃

する。 

 

１．一括交付金化への対応 

 

平成２３年度より投資補助金を一括交付金化することに伴い、社会資本

整備総合交付金の都道府県分のうち、年度間、地域間の変動・偏在が小さ

い事業等について「地域自主戦略交付金（仮称）」に移行し、社会資本整備

総合交付金を政策目的達成のため計画的に実施すべき事業等に重点化する。 

また、社会資本整備総合交付金の現行の４分野（活力創出基盤整備、水

の安全・安心基盤整備、市街地整備、地域住宅支援）を統合することによ

り、より一層柔軟な予算流用を可能にするなど、地方の自由度・使い勝手

の更なる向上を図る。 
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活力創出基盤整備
・道路、港湾

社会資本整備総合交付金

＜平成２２年度予算額：２．２兆円＞

地域自主戦略交付金（仮称）

＜平成２３年度予算額：全体で5,120億円＞

・道路、港湾
・治水、下水道、海岸
・都市公園、市街地、広域連携等
・住宅、住環境整備

社会資本整備総合交付金

＜平成２３年度予算額：１．７５兆円＞

・年度間、地域間の変動・
偏在が小さい事業等に
ついて一括交付金へ
移行

・政策目的達成のため
計画的に実施すべき
事業等に重点化

・現行の４分野を一つに統合

水の安全・安心基盤整備
・治水、下水道、海岸

市街地整備
・都市公園、市街地、広域連携等

地域住宅支援
・住宅、住環境整備

より一層柔軟な流用が可能になるなど、
地方の使い勝手を大幅に向上。

投資補助金を所管する全ての府省が
平成２３年度から投資補助金を一括
交付金化。

国土交通省所管の地方公共団体向け個別
補助金を一つの交付金に一括し、地方公
共団体にとって自由度が高く、創意工夫を
生かせる総合的な交付金として創設。

４分野を統合

（平成２３年度は都道府県分を対象）

 

 



 

２．維持管理に係る直轄負担金の全廃 

 

 維持管理に係る直轄負担金のうち、経過措置として、２２年度限りとさ

れていた耐震改修等の特定の事業に係るものを廃止し、２３年度から、維

持管理に係る直轄負担金は全廃する。 


